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公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部 
川崎支部運営規程 

 
第１章 総   則 

（趣旨） 
第１条 この規程は、公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部（以下⎾県本部⏌という）支

部組織運営細則（以下「細則」という）第３３条に基づき、県本部川崎支部（以下「本支
部」という）の組織及び運営に関し必要な運営規程（以下「規程」という）を定めるもの
とする。 

 
（目的及び事業） 
第２条 本支部は、公益社団法人全日本不動産協会（以下「本会」という）及び県本部の下部組

織として、本会定款、定款施行規則その他県本部の組織運営細則の定めるところにより、
会員相互の親睦を図り、不動産に関する情報の収集・交換、会員相互の事業の発展を目的
とし、会員及び消費者に対する各種講習・研修会、その他本支部の目的達成に必要な事業
を行うものとする。 

 
 

第２章 会   議 
（正副⽀部⻑会議） 
第３条 細則第５条「支部総会」及び第２３条「支部役員会」の他に、正副⽀部⻑会議は、支部

⻑の発議により、正副⽀部⻑を構成員とし、役員会に提出する議題及び役員会から委嘱の
あった件に付き討議を行う。 

 
 

第３章 支部役員等 
（県本部役員候補者及び代議員の選出員数） 
第４条 細則第６条で定める県本部役員候補者（支部推薦理事及び監事）は以下の資格を有する

者とする。 
① 本会加入後、原則として３年以上経過していること。 
② 支部役員歴が原則２年以上であること。 
③ 支部役員会の出席率が良好であること。 

２ 県本部役員候補者は、正副⽀部⻑会議で推薦し、役員会の承認を得て、支部総会で選出す
る。 

３ 県本部代議員の選出員数については、当該年度の３月３１日現在の会員数を基準として、
２５名に１名の割合で選出する。 
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（支部役員の選出員数） 
第５条 支部役員の選出員数については、支部組織運営細則別表のとおりとし、支部役員会にお

いて選出する。 
２ ⽀部⻑候補者は、前項による選出員数の他に、会員の内より２名まで役員を推薦する事が

出来る。 
３ ⽀部⻑候補者は、細則第２２条による顧問、相談役及び参与を委嘱する事が出来る。 

 
(選任) 
第６条 支部職務執行者は、正会員の内より、役員会の選により候補者を選出し、支部総会にお

いて選任する。⽀部⻑候補者推薦の役員も同様とする。 
２ ⽀部⻑候補者及び副⽀部⻑の選任は役員の中から役員会の決議により⾏う。但し、⽀部⻑

候補者は、県本部理事又は県本部理事候補者でなければならない。 
 
 

第４章 会   計 
（事業計画及び予算） 
第７条 本支部の事業年度、事業活動計画・報告、予算・決算等は細則第２８条、第２９条、第

３０条によるものとする。 
２ 予算の執行に当たり、各項目間において相互に流用してはならない。 

 
 

第５章 補助執行機関 
（委員会） 
第８条 本支部は、支部の円滑なる運営を図るため、補助執行機関として委員会を設け所管事項

を次のとおり定める。 

（１）総務委員会 
① 会員の入会・退会の手続きに関する事項 
② 事務局職員に関する事項 
③ 会員の管理に関する事項 
④ 慶弔並びに疾病又は災害の見舞いに関する事項 
⑤ 会員の綱紀処分に関する事項 
⑥ 官公庁及び関係団体との連絡に関する事項 

  ⑦ 消費者セミナーに関する事項 
  ⑧ 消費者を対象とした不動産無料相談会に関する事項 
  ⑨ 地域貢献事業に関する事項 

⑩ 公益性を有する事業全般に関する事項 
⑪ その他庶務一般及び各委員会に属さない事項 
 



3 
 

（２）財務委員会 
① 予算・決算に関する事項 
② 会計・経理・帳簿・伝票及び証拠書類の保管、財産管理に関する事項 
③ 会費徴収に関する事項 
④ 金銭の出納に関する事項 
⑤ その他財務関係に関する事項 

（３）組織広報委員会 
① 入会および組織の充実強化に関する事項 
② 業界団体との交流及び提携に関する事項 
③ 会報の発行に関する事項 
④ その他組織の広報宣伝に関する事項 

（４）教育流通委員会 
① 会員及び従業者等の教育研修に関する事項 
② 実務指導に関する事項 
③ 研修会・講習会・講演会の企画及び他委員会との調整に関する事項 
④ 不動産流通機構に関する事項 
⑤ 情報機器の調査研究及び紹介に関する事項 
⑥ 不動産市場の調査及びその資料の公表に関する事項 
⑦ 不動産に関する統計資料の収集、作成及び公表に関する事項 
⑧ 不動産流通に関する研究会の開催に関する事項 
⑨ その他不動産流通の近代化に必要な事項  

（５）資格審査委員会 
① 新入会員の資格審査に関する事項 

  ② 会員の移管・転入に伴う事務所調査に関する事項 
 ２ 委員会は原則として役員で構成し、定数は以下のとおりとする。 
   （委 員 ⻑）１名 
   （副委員⻑）１名以上 
   （委  員）委員会別に定める 

３ 各委員会の委員⻑および副委員⻑・委員は⽀部⻑が委嘱する。 
４ 副委員⻑は委員⻑を補佐し、委員⻑に事故あるときは委員⻑の職務を代⾏する。 

 
（特別委員会） 
第９条 本支部は必要に応じ、役員会の議を経て前条の委員会とは別に、特別委員会を置くこと

が出来る。 
２ 特別委員会の運営は前条の規定を準用する。 
３ 特別委員会は、その役目を終了した時は、速やかに役員会に報告し解散する。 
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第６章 雑   則 
（規程の改廃） 
第１０条 この規程の改廃は、本支部役員会の決議を経て行う。 
    なお改廃のあった場合、県本部に報告するものとする。 
 
（役員等の交通費） 
第１１条 役員等に支給する交通費等に関する取扱いは、旅費規定に別に定める。 
 
（慶弔等） 
第１２条 本会の慶弔に関する取扱いは、慶弔規定に別に定める。 
 
（雑 則） 
第１３条 この規程に定めのない事項（会計処理、事務局、その他等）に付いては総本部定款及

び運営規則並びに県本部運営規程等の諸上位規定を準用する。 
２ 総本部定款、県本部運営規程その他の規則等に抵触し、支部運営規程及び諸規定の調整を

必要とする事項が生じた場合は、支部役員会で審議し、適格なる決定をするものとし、速や
かに規程及び諸規定の改正を行うものとする。 

 
 
 

附    則 

１ この規程は、川崎支部役員会の承認を受けた日以降で、令和２年 9 月 8 日から施行する。 
２ 現行の川崎支部会則は、この規程の施行日に廃止する。但し、同会則に基づいてなされた

決議又は制定された規定は、この細則に抵触しない範囲においてなお効力を有するものとす
る。 

３ この規程の施行日の前日までに諸規定に基づいて受理、付託又は審議されていた案件の手
続きは、なお従前の例によることができる。 

 
平成１０年 ４月２１日 川崎支部会則施行 
平成１２年 ４月２０日 川崎支部会則一部改正 
平成１４年 ５月３１日 川崎支部会則一部改正 
平成１７年 ４月２６日 川崎支部会則一部改正 
平成１９年 ４月２４日 川崎支部会則一部改正 
平成３０年 ２月１３日 川崎支部会則一部改正 
    （平成２９年３月２４日施行の県本部支部組織運営細則に準用） 
令和 ２年 9 月 7 日 川崎支部会則廃止 
令和 ２年 9 月 8 日 支部運営規程新規作成 
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⽀部⻑候補者選出要領 
公益社団法人全日本不動産協会 

神奈川県本部川崎支部 

１ 当該要領は公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部川崎支部（以下「本支部」とい
う。）の⽀部⻑を定めるにあたり必要な事項を定めるものである。 

２ 次期監事候補者は、⽀部⻑⽴候補届出書が複数名から届け出された場合は、速やかに選挙の
実施を決定し、役員候補者に選挙に係わる通知をしなければならない。この場合、立候補者の
氏名をあわせて通知するものとする。 

３ 選挙を実施した場合は、速やかに開票し、その開票にあたっては、本支部の監事が立会人と
なる。 

４ ⽀部⻑候補者に⽴候補する者が１名の場合は、⽀部定時総会における⽀部職務執⾏者の選任
が承認された直後に臨時役員会を開催し、⽀部⻑候補者としての承認を受けるものとする。ま
た、⽀部⻑候補者に⽴候補しようとする者が複数となる場合は、臨時役員会において、⽀部役
員による選挙を実施し、次期⽀部⻑候補者を選出するものとする。 

５ ⽀部⻑候補者に⽴候補しようとする者は⽴候補届出書を⽀部総会開催の２月末日までに支部
事務局に提出しなければならない。また、選挙にあたっては所信表明を行うものとする。 

６ この要領に定めのない事項や、要領の改廃については本支部総務委員会にて審議し、全日神
奈川・保証神奈川の理事会に上程のうえ決議を図るものとする。 

 
（附則） 
  この要領は令和２年９月８日開催の役員会による決議をもって施行する。 
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⽀部⻑候補者⽴候補届出書 

 
 私は川崎支部⻑候補者として⽴候補を致しますので届出ます。 
 

令和  年  月  日 
 

氏 名            印 
区     分 記   事   等 

立候補者名等 

所  在   地 
 
 
   電 話：   （   ）        

会 社 名  

代 表 者 名  

生 年 月 日             （年齢    歳） 

宅地建物取引士
の資格の有無 

有  （登録年月日：平成  年 月 日）  ・   無 

支部・県本部 
役員歴 

 
 
 
 
 
 
 
 

その他資格 
および 
賞 罰 

 
 
 

※ 記載欄が不足する場合は、別紙でご提出して頂きましても結構です。 
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３．⽀部⻑候補者選任までの具体的な流れ 
 

日 程 対応する会議など 備 考 

 ⽀部⻑候補者の受付 
前頁の「⽀部⻑候補者⽴候補届出書」
を⽤いて⽀部⻑候補者を受け付ける 

支部定時総会 
2 月末日 

⽀部⻑候補者の受付終了 

⽀部⻑⽴候補者の受付終了 
⽀部⻑候補者が複数ある場合、次期監
事候補者は速やかに選挙の実施を決定
しその旨を役員候補者に通知する 

４⽉２０⽇〜末頃 支部定時総会 
①正会員の決議により支部職務執行者

を選任（支部役員の決定） 

総会同日 ②支部臨時役員会 役員会の決議にて⽀部⻑を選任 

総会同日 支部定時総会 ③総会への⽀部⻑候補者選任の報告 

※ かならず①〜③の⼿順を踏まえる。 

 

 

Ⅱ 慶弔規程・旅費規程 

 
 各支部にて定める慶弔規程・旅費規程における見舞金・旅費等の金額については県本部で定め
る範囲を超えないこととする。
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諸 規 定 

 

本諸規定は、支部の諸事項の取り扱いに関する必要な事項について定め、会員相

互の親睦と発展を図ることを目的とする。 
 

表彰規定 

事 象 副 賞 
会員が役員または役員経験者として、長年に渡

り、支部の発展に貢献したと認められたとき 
支部長が 
相当と認める処遇を定める 

 
慶弔規定 

（傷病見舞金） 
事 象 見舞金 

会員が傷病のため１４日以上の入院をしたとき 10,000 円 

 
（災害見舞金） 

事 象 見舞金 
会員の事務所が火災、風水害その他 

不測の災害により損害を受けたとき 10,000 円 

 
（慶弔金） 

事 象 香 典 祝 金 

会員及び会員の配偶者・直系尊属が死亡したとき 10,000 円 － 

会員が叙勲・褒章及び表彰（支部以外のもので国土

交通大臣または県知事によるもの）を受けたとき － 10,000 円 

 
旅費規定 

事 象 旅 費 

役員会・各委員会に出席したとき 4,000 円 

支部長・委員長の指示により、支部・各委員会の 
職務を行ったとき 4,000 円 

支部長の指示により、他支部・関係団体の 
会合に出席したとき 4,000 円 
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雑 則 

 
本諸規定の変更は、役員会において役員の３分の２以上の承認をもって決議し、 

同意を経た日から施行するものとする。 
 

 

 

補 則 

 
本諸規定に定める事項で調整を必要とする場合は、支部長が決定する。 

２．本諸規定に定めのない事項については、県本部規約、規約施行規則及び諸規定を 
 準用する。 

 
 

附 則 

 

  本諸規定は、平成１０年 ４月２１日から施行する。 

平成１７年 ４月２６日  一部改正 
平成３０年 ２月１３日  一部改正 
令和 ２年 ９月 7 日  支部会則廃止 
令和 2 年 ９月 ８日  支部運営規程新規作成 

 
 
 


